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(57)【要約】
【課題】モータジェネレータの一相または二相が短絡故
障した場合に残りの相も短絡させて三相短絡状態とし、
その三相短絡状態で第２駆動源を用いて退避走行を行う
場合に、共振により入力シャフトが重大なダメージを受
けて使用不可になることを抑制する。
【解決手段】退避走行時に共振により入力シャフト２４
に作用するダメージの履歴に基づいて退避走行を制限す
る退避走行制限手段１１０を備えており、２回目以降の
退避走行時にはステップＳ２の判断がＹＥＳ（肯定）に
なり、入力シャフト２４の共振が防止されるようにステ
ップＳ４で車速Ｖが規制されるため、ステップＳ５の退
避走行時に共振により入力シャフト２４に重大なダメー
ジが加えられて使用不可（疲労寿命）に至ることが抑制
される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エンジンと三相式のモータジェネレータと出力部材とを歯車式分割機構で連結し、該出
力部材を介して車両に駆動トルクを付与する第１駆動源と、
　車両に駆動トルクを付与する第２駆動源と、
　前記モータジェネレータの一相または二相が短絡故障した場合に残りの相も短絡させて
三相短絡状態とし、該三相短絡状態で前記第２駆動源を用いて退避走行を行なう退避走行
手段と、
　を備えているハイブリッド車両の退避走行制御装置において、
　前記退避走行手段による退避走行時に共振により前記エンジンからの入力シャフトに作
用するダメージの履歴に基づいて該退避走行を制限する退避走行制限手段を設けた
　ことを特徴とするハイブリッド車両の退避走行制御装置。
【請求項２】
　前記退避走行制限手段は、前記退避走行が行われた実行回数が予め定められた実行制限
回数に達した場合に前記退避走行を制限する
　ことを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド車両の退避走行制御装置。
【請求項３】
　前記退避走行制限手段は、前記入力シャフトの回転速度が該入力シャフトの共振周波数
域内に滞留している累積滞留時間が予め定められた滞留制限時間に達した場合に前記退避
走行を制限する
　ことを特徴とする請求項１に記載のハイブリッド車両の退避走行制御装置。
【請求項４】
　前記退避走行制限手段は、前記退避走行を制限する際に前記エンジンの作動を禁止して
前記第２駆動源のみで前記退避走行を行わせるとともに、前記入力シャフトがその共振周
波数域より下の回転速度で回転させられるように該退避走行時の車速を所定値以下に規制
する走行規制手段を備えている
　ことを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載のハイブリッド車両の退避走行制御
装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はハイブリッド車両の退避走行制御装置に係り、特に、退避走行時に共振により
入力シャフトがダメージを受けて使用不可になることを回避する技術に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　(a) エンジンと三相式のモータジェネレータと出力部材とを歯車式分割機構で連結し、
その出力部材を介して車両に駆動トルクを付与する第１駆動源と、(b) 車両に駆動トルク
を付与する第２駆動源と、を有するハイブリッド車両が知られている。図１の車両用駆動
装置１０はその一例で、エンジン１６と三相式の第１モータジェネレータＭＧ１と出力部
材である出力スプロケット２６とが、歯車式分割機構としての遊星歯車装置１８によって
連結されたスプリット式駆動部１２と、出力スプロケット２６に直接連結された第２モー
タジェネレータＭＧ２とを備えており、スプリット式駆動部１２が第１駆動源に相当し、
第２モータジェネレータＭＧ２が第２駆動源に相当する。そして、このような車両用駆動
装置１０は、例えば図７の(a) に示すように第２モータジェネレータＭＧ２のみを駆動源
として走行するモータ走行が可能で、この時スプリット式駆動部１２のエンジン１６の作
動（運転）は停止させられ、第１モータジェネレータＭＧ１は逆回転方向へ回転駆動され
る。図７の(a) 、(b) は、何れも遊星歯車装置１８の３つの回転要素の回転速度、すなわ
ちサンギヤＳ１に連結された第１モータジェネレータＭＧ１の回転速度ＮＭＧ１、キャリ
アＣ１に連結されたエンジン１６の回転速度ＮＥ、リングギヤＲ１に連結された出力スプ
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ロケット２６および第２モータジェネレータＭＧ２の回転速度ＮＭＧ２、を直線で結ぶこ
とができる共線図である。
【０００３】
　ここで、上記図７(a) のモータ走行時に第１モータジェネレータＭＧ１の一相が短絡故
障すると、その短絡部に過大な回生電流が流れて焼損する可能性があり、直ちに走行を停
止させる必要がある。これに対し、例えば特許文献１では、モータジェネレータ（図１で
は第１モータジェネレータＭＧ１）の一相または二相が短絡故障した場合に残りの相も短
絡させて三相短絡状態とし、その三相短絡状態で第２駆動源（図１では第２モータジェネ
レータＭＧ２）で駆動トルクを付与することにより、近くの修理工場や退避場所などへの
退避走行を可能とすることが提案されている。
【特許文献１】特開２００７－３３１６８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、三相短絡により第１モータジェネレータＭＧ１には回転速度ＮＭＧ１に
応じた制動トルクが発生するため、図７の(b) に破線で示すようにその回転速度ＮＭＧ１
が０に近付く方向へ変化し、それに伴ってエンジン回転速度ＮＥが正回転方向へ回転駆動
されるようになる。この時のエンジン回転速度ＮＥは、車速すなわち出力スプロケット２
６の回転速度ＮＭＧ２に応じて定まるため、その車速によってはエンジン回転速度ＮＥが
共振周波数域（例えば２５０～４００ｒｐｍ程度）内に滞留し、入力シャフト２４（図１
参照）にダメージを与えて使用不可（疲労によって強度が低下する疲労寿命）になる可能
性がある。特許文献１では、エンジン１６を始動して共振周波数域外で作動させるように
しているが、例えば所定車速以下ではエンジン１６を始動できないなどエンジン回転速度
ＮＥが共振周波数域内に滞留することを完全に防止することは困難で、共振によるダメー
ジの蓄積で入力シャフト２４が疲労寿命に至る可能性が依然としてあった。
【０００５】
　本発明は以上の事情を背景として為されたもので、その目的とするところは、モータジ
ェネレータの一相または二相が短絡故障した場合に残りの相も短絡させて三相短絡状態と
し、その三相短絡状態で第２駆動源を用いて退避走行を行う場合に、共振により入力シャ
フトが重大なダメージを受けて使用不可になることを抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる目的を達成するために、第１発明は、(a) エンジンと三相式のモータジェネレー
タと出力部材とを歯車式分割機構で連結し、その出力部材を介して車両に駆動トルクを付
与する第１駆動源と、(b) 車両に駆動トルクを付与する第２駆動源と、(c) 前記モータジ
ェネレータの一相または二相が短絡故障した場合に残りの相も短絡させて三相短絡状態と
し、その三相短絡状態で前記第２駆動源を用いて退避走行を行なう退避走行手段と、を備
えているハイブリッド車両の退避走行制御装置において、(d) 前記退避走行手段による退
避走行時に共振により前記エンジンからの入力シャフトに作用するダメージの履歴に基づ
いてその退避走行を制限する退避走行制限手段を設けたことを特徴とする。
【０００７】
　第２発明は、第１発明のハイブリッド車両の退避走行制御装置において、前記退避走行
制限手段は、前記退避走行が行われた実行回数が予め定められた実行制限回数に達した場
合に前記退避走行を制限することを特徴とする。
【０００８】
　第３発明は、第１発明のハイブリッド車両の退避走行制御装置において、前記退避走行
制限手段は、前記入力シャフトの回転速度がその入力シャフトの共振周波数域内に滞留し
ている累積滞留時間が予め定められた滞留制限時間に達した場合に前記退避走行を制限す
ることを特徴とする。
【０００９】
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　第４発明は、第１発明～第３発明の何れかのハイブリッド車両の退避走行制御装置にお
いて、前記退避走行制限手段は、前記退避走行を制限する際に前記エンジンの作動を禁止
して前記第２駆動源のみで前記退避走行を行わせるとともに、前記入力シャフトがその共
振周波数域より下の回転速度で回転させられるようにその退避走行時の車速を所定値以下
に規制する走行規制手段を備えていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　このようなハイブリッド車両の退避走行制御装置においては、退避走行時に共振により
入力シャフトに作用するダメージの履歴に基づいて退避走行を制限する退避走行制限手段
を備えているため、退避走行時の共振により入力シャフトに重大なダメージが加えられて
使用不可（疲労寿命）に至ることを抑制できる。
【００１１】
　第２発明では、退避走行が行われた実行回数が予め定められた実行制限回数に達した場
合に退避走行が制限されるため、複雑な制御が不要で簡便に入力シャフトが使用不可にな
ることを抑制できる。
【００１２】
　第３発明では、入力シャフトの回転速度が共振周波数域内に滞留している累積滞留時間
が予め定められた滞留制限時間に達した場合に退避走行を制限するため、入力シャフトが
使用不可になることを回避しつつ、できるだけ長く退避走行を行うことができる。
【００１３】
　第４発明では、エンジンの作動を禁止して第２駆動源のみで走行させるとともに、入力
シャフトが共振周波数域から外れた回転速度で回転させられるように退避走行時の車速を
規制する走行規制手段を備えているため、入力シャフトのダメージの履歴に基づいて退避
走行を制限する旨の判定が為された後も、共振によって入力シャフトにダメージが加えら
れることを回避しつつ継続して退避走行を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　第１駆動源の歯車式分割機構は、シングルピニオン型、ダブルピニオン型の遊星歯車装
置や傘歯車式の差動歯車装置で、複数の遊星歯車装置を組み合わせて構成することもでき
る。そして、例えば前記図７の(a) 、(b) に示すように歯車式分割機構の３つの回転要素
の回転速度を直線で結ぶことができる共線図において、中間に位置する回転要素にエンジ
ンが連結され、両側の回転要素にそれぞれモータジェネレータおよび出力部材が連結され
る。エンジンは、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン等の内燃機関である。
【００１５】
　第２駆動源は、電動モータやモータジェネレータ、或いは内燃機関などで、上記第１駆
動源の出力部材、またはその動力伝達経路に連結されて同じ車輪に駆動トルクを付与する
ものでも良いが、第１駆動源によって駆動トルクが付与される車輪とは別の車輪に駆動ト
ルクを付与するものでも良い。これ等の駆動源の動力伝達経路には、必要に応じて有段式
或いは無段式の変速機等が配設される。
【００１６】
　退避走行手段は、第１駆動源のモータジェネレータを三相短絡状態とし、第２駆動源を
用いて駆動トルクを付与するように構成され、第１駆動源のエンジンは例えば作動停止状
態（回転停止とは限らない）とされるが、その第１駆動源のエンジンを作動させることに
より、第１駆動源からも三相短絡状態のモータジェネレータの制動トルクに応じた駆動ト
ルクが付与されるようにしたり、エンジン回転速度すなわち入力シャフトの回転速度がで
きるだけ共振周波数域内に入らないようにしたりすることも可能である。
【００１７】
　退避走行制限手段は、例えば共振によって入力シャフトに作用するダメージの履歴に基
づいて退避走行を制限するか否かを判定するダメージ判定手段を有して構成され、このダ
メージ判定手段により退避走行を制限する旨の判定が為された場合には、例えば退避走行
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を禁止して車両停止させるように構成されるが、第４発明の走行規制手段のように一定の
条件下で退避走行を許容するものでも良い。第４発明の走行規制手段は、エンジンの作動
を禁止するとともに車速を所定値以下に規制するが、少なくとも入力シャフトの回転速度
が共振周波数域内に滞留することを回避しつつ走行させる他の走行規制手段を採用するこ
ともできるし、前記退避走行手段とは別に、入力シャフトが共振することを回避しつつ走
行させる第２の退避走行手段を設けることもできるなど、種々の態様が可能である。
【００１８】
　第２発明では、退避走行が行われた実行回数が予め定められた実行制限回数に達した場
合に退避走行が制限されるが、この退避走行の実行回数は、修理工場や退避場所などまで
退避走行が行われてモータジェネレータの短絡が修理された回数で、例えばモータジェネ
レータの短絡故障を表すダイアグノーシスでその修理済みを判断したり、作業者や運転者
によるスイッチ操作などで一連の退避走行の終了を判断したりすれば良い。実行制限回数
は、共振により入力シャフトが使用不可になるまでの実行回数で、１回の退避走行で入力
シャフトが受けるダメージを平均的な退避走行距離や退避走行の走行条件等により予め実
験やシミュレーション等により求め、所定の安全率を掛け算するなどしてを設定される。
【００１９】
　第３発明では、入力シャフトの回転速度がその入力シャフトの共振周波数域内に滞留し
ている累積滞留時間が予め定められた滞留制限時間に達した場合に退避走行が制限される
が、必ずしもタイマなどで時間を計測する必要はなく、例えば予め定められたサイクルタ
イムで繰り返し信号処理を実行して退避走行制御を行う場合、１回の信号処理毎に共振周
波数域内か否かを判断し、共振周波数域内の場合にカウント数を１ずつ加算する累積滞留
カウンタを用いて、そのカウント数が予め定められた滞留制限カウント数に達したら退避
走行を制限するようにしても良い。入力シャフトの回転速度が共振周波数域内か否かは、
その入力シャフトのダメージ（疲労）に密接に関連するため、使用不可（疲労寿命）に近
いか否かを高い精度で判定することが可能で、使用不可に至ることを回避しつつできるだ
け長く退避走行を行うことができる。入力シャフトの回転速度に対して一定の関係を有す
る他の部材の回転速度に基づいて判定することも可能である。なお、他の発明の実施に際
しては、例えば共振に伴って生じるトルク変動等により共振か否かを判断し、その累積共
振回数或いは累積共振時間等により入力シャフトのダメージを判断することもできるなど
、種々の態様が可能である。
【実施例】
【００２０】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照しつつ詳細に説明する。
　図１は、本発明が適用されたハイブリッド車両の車両用駆動装置１０を示す骨子図で、
燃料の燃焼によって動力を発生する内燃機関であるエンジン１６と、それぞれ電動モータ
および発電機として選択的に機能する三相式の第１モータジェネレータＭＧ１および第２
モータジェネレータＭＧ２と、シングルピニオン型の遊星歯車装置１８とを同軸上に備え
ている。エンジン１６は、トルクコンバータ等の流体式伝動装置が介在することなく、ダ
ンパ２２を介して入力シャフト２４に機械的に接続されている。
【００２１】
　遊星歯車装置１８は歯車式分割機構に相当し、エンジン１６の動力を出力部材である出
力スプロケット２６および第１モータジェネレータＭＧ１に分割する。すなわち、遊星歯
車装置１８のキャリアＣ１には入力シャフト２４が一体的に連結されている一方、リング
ギヤＲ１には出力スプロケット２６が一体的に連結されているとともに、サンギヤＳ１に
は第１モータジェネレータＭＧ１のロータが一体的に連結されており、キャリアＣ１がエ
ンジン１６により所定のトルクで回転駆動されると、サンギヤＳ１に連結された第１モー
タジェネレータＭＧ１の反力トルク（制動トルク）に応じた駆動トルクがリンギヤＲ１、
更には出力スプロケット２６に付与される。これ等のエンジン１６、遊星歯車装置１８、
および第１モータジェネレータＭＧ１を含んでスプリット式駆動部１２が構成されており
、第１モータジェネレータＭＧ１は主として発電機として使用される。このスプリット式
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駆動部１２は第１駆動源に相当する。
【００２２】
　出力スプロケット２６にはまた、前記第２モータジェネレータＭＧ２のロータが一体的
に連結されており、その第２モータジェネレータＭＧ２によっても出力スプロケット２６
に駆動トルクが付与される。この第２モータジェネレータＭＧ２は第２駆動源に相当し、
主として電動機として使用される。
【００２３】
　出力スプロケット２６は、チェーン２８を介してカウンタ軸３０に機械的に接続されて
おり、そのカウンタ軸３０に伝達されたトルクは、更に減速装置３２、差動歯車装置３４
、および一対の車軸３６Ｒ、３６Ｌを介して一対の前輪３８Ｒ、３８Ｌへ伝達されるよう
になっている。なお、図１では、前輪３８Ｒ、３８Ｌの舵角を変更する操舵装置が省略さ
れている。
【００２４】
　図２は、本実施例の車両用駆動装置１０に備えられた制御系統の要部を説明する図であ
る。エンジン制御装置５０、ハイブリッド制御装置５２は、何れもＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯ
Ｍ、入出力インターフェース等を有する所謂マイクロコンピュータを備えて構成されてお
り、ＲＡＭの一時記憶機能を利用しつつ予めＲＯＭに記憶されたプログラムに従って信号
処理を行い、種々の制御を実行する。また、上記の制御装置５０、５２は、相互に通信可
能に接続されており、所定の制御装置から必要な信号が要求されると、他の制御装置から
その所定の制御装置へ適宜送信されるようになっている。
【００２５】
　エンジン制御装置５０は、エンジン１６のトルク制御を実行するもので、図示しないス
ロットルアクチュエータによりスロットル弁開度θTHを制御する他、燃料噴射量制御のた
めに燃料噴射弁を制御したり、点火時期制御のためにイグナイタを制御したりする。また
、定常走行等の所定の運転状態では、最適燃費でエンジン１６を作動させるようにスロッ
トル弁開度θTHや燃料噴射量などを制御する。
【００２６】
　ハイブリッド制御装置５２は、第１モータジェネレータＭＧ１の作動状態を制御するイ
ンバータ５６、第２モータジェネレータＭＧ２の作動状態を制御するインバータ５８をそ
れぞれ制御するＭＧ制御装置５４を備えており、図示しない蓄電装置から第１モータジェ
ネレータＭＧ１、第２モータジェネレータＭＧ２に供給される駆動電流や、第１モータジ
ェネレータＭＧ１、第２モータジェネレータＭＧ２から蓄電装置へ供給される発電電流、
或いは第１モータジェネレータＭＧ１から第２モータジェネレータＭＧ２に供給される発
電電流（駆動電流）などを制御する。そして、例えば図３に示すように運転状態や走行環
境などに応じて複数の走行モードを切り換えて走行するようになっており、そのために必
要な各種の情報が供給される。例えば、運転者の要求出力を表すアクセル操作量Ａｃｃを
表す信号がアクセル操作量センサ６０から供給され、エンジン１６の回転速度であるエン
ジン回転速度ＮＥを表す信号がエンジン回転速度センサ６２から供給され、第１モータジ
ェネレータＭＧ１の回転速度ＮＭＧ１を表す信号がＭＧ１回転速度センサ６４から供給さ
れ、第２モータジェネレータＭＧ２の回転速度ＮＭＧ２を表す信号がＭＧ２回転速度セン
サ６６から供給される。上記エンジン回転速度ＮＥは入力シャフト２４の回転速度と同じ
で、第２モータジェネレータＭＧ２の回転速度ＮＭＧ２は出力スプロケット２６の回転速
度と同じで車速Ｖに対応する。
【００２７】
　図３の「モータ走行モード」は、エンジン１６の作動（運転）を停止し、第２モータジ
ェネレータＭＧ２を力行制御することにより、出力スプロケット２６に駆動トルクを付与
して走行するもので、通常は図７の(a) の共線図に示すように、エンジン回転速度ＮＥは
略０に保持され、第１モータジェネレータＭＧ１は逆回転方向へ回転させられる。「ハイ
ブリッド走行モード」は、エンジン１６を主動力源として走行するもので、第１モータジ
ェネレータＭＧ１を回生制御することにより、その回生トルク（制動トルク）に応じた駆
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動トルクを出力スプロケット２６に付与するとともに、第１モータジェネレータＭＧ１の
回生制御で得られた電気エネルギーで第２モータジェネレータＭＧ２を補助的に力行制御
して出力スプロケット２６に駆動トルクを付与し、これ等を合わせた駆動トルクで走行す
る。「減速制動走行モード」は、第２モータジェネレータＭＧ２を回生制御することによ
り、車両に制動トルクを付与するとともにエネルギー回生を行って蓄電装置を充電するも
ので、アクセル操作量Ａｃｃが略０の減速時等に選択される。上記図３の各走行モードは
一例で、前進走行時のものであり、後進時には第２モータジェネレータＭＧ２を逆回転方
向へ力行制御する。また、エンジン１６の始動時には、第１モータジェネレータＭＧ１を
力行制御してクランキングする。なお、図３のモータジェネレータＭＧ１、ＭＧ２の欄の
「○」は、駆動トルクを発生する力行制御を意味し、「●」は、エネルギー回生を行う回
生制御を意味している。
【００２８】
　ハイブリッド制御装置５２はまた、第１モータジェネレータＭＧ１が短絡故障した場合
の退避走行に関して、図４の機能ブロック線図に示すように、機能的にＭＧ１故障判定手
段１００、退避走行手段１０２、および退避走行制限手段１１０を備えており、退避走行
制限手段１１０は更にダメージ判定手段１１２、走行規制手段１１４を備えている。そし
て、図５に示すフローチャートに従って信号処理を行うことにより、各機能を実行する。
図５のフローチャートは所定のサイクルタイムで繰り返し実行されるもので、ステップＳ
１はＭＧ１故障判定手段１００に相当し、ステップＳ２およびＳ３はダメージ判定手段１
１２に相当し、ステップＳ４は走行規制手段１１４に相当し、ステップＳ５は退避走行手
段１０２に相当する。
【００２９】
　図５のステップＳ１では、第１モータジェネレータＭＧ１のインバータ５６の一相また
は二相が短絡故障したか否かを、例えばインバータ５６に対する指令と実際の作動状態と
を比較したりダイアグノーシスの故障情報を参照したりするなどして判断する。第１モー
タジェネレータＭＧ１が故障でなければ、ステップＳ７で前記図３に示すような通常の走
行制御を実行する一方、故障判定が為された場合はステップＳ２を実行し、退避走行実行
フラグＦがＯＮか否かを判断する。この退避走行実行フラグＦは、当初はＯＦＦとされて
おり、ステップＳ５の退避走行が実際に実行される場合にステップＳ３でＯＦＦからＯＮ
へ切り換えられるものであり、ステップＳ１の判断が初めてＹＥＳ（肯定）になった時に
はＯＦＦで、ステップＳ２に続いてステップＳ３を実行する。
【００３０】
　ステップＳ３では、上記退避走行実行フラグＦをＯＦＦからＯＮに切り換え、続くステ
ップＳ５では退避走行を実行する。この退避走行は、第１モータジェネレータＭＧ１の短
絡部に過大な回生電流が流れて焼損することを防止するため、残りの相も短絡させて三相
短絡状態とし、その三相短絡状態でエンジン１６の作動（運転）を禁止するとともに第２
モータジェネレータＭＧ２を力行制御することにより、その第２モータジェネレータＭＧ
２のみで出力スプロケット２６に駆動トルクを付与する。これにより、第１モータジェネ
レータＭＧ１が焼損等により重大な損傷を受けることを回避しつつ、近くの修理工場や退
避場所などへ退避走行することが可能となる。
【００３１】
　次のステップＳ６では、修理工場等で第１モータジェネレータＭＧ１が修理されたか否
かを、ダイアグノーシスの修理情報等によって判断し、第１モータジェネレータＭＧ１が
修理されるまではステップＳ５を繰り返し実行し、イグニッションスイッチがＯＦＦ操作
されても退避走行状態を維持する。そして、第１モータジェネレータＭＧ１が修理されて
ステップＳ６の判断がＹＥＳになったら、一連の退避走行制御を終了し、ステップＳ１に
続いてステップＳ７が実行されることにより、前記図３に示す通常の走行モードが実行さ
れる。その場合に、退避走行実行フラグＦはＯＮであるため、その後に再び第１モータジ
ェネレータＭＧ１が故障して前記ステップＳ１の判断がＹＥＳになり、ステップＳ２が実
行された場合には、そのステップＳ２の判断はＹＥＳになってステップＳ４を実行する。
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【００３２】
　ステップＳ４では、入力シャフト２４が共振周波数域（例えば２５０～４００ｒｐｍ程
度）より下の回転速度で回転させられるように、続いて実行する前記ステップＳ５の退避
走行時の車速Ｖを予め定められた上限値（例えば５～１０ｋｍ／ｈ程度）以下に規制する
。すなわち、ステップＳ５の退避走行の実行時には、三相短絡により第１モータジェネレ
ータＭＧ１には回転速度ＮＭＧ１に応じた制動トルクが発生するため、図７の(b) に破線
で示すように回転速度ＮＭＧ１が０付近に保持され、それに伴ってエンジン回転速度ＮＥ
は正回転方向へ回転駆動される。この時のエンジン回転速度ＮＥは、車速Ｖすなわち出力
スプロケット２６の回転速度ＮＭＧ２に応じて定まるため、その車速Ｖによってはエンジ
ン回転速度ＮＥが共振周波数域内に滞留し、入力シャフト２４が共振によりダメージを受
けて使用不可（疲労によって強度が低下する疲労寿命）になる可能性がある。これを防止
するために、本実施例では、１回目の第１モータジェネレータＭＧ１の故障に伴う退避走
行時には、車速Ｖを制限することなく第２モータジェネレータＭＧ２によって走行するこ
とを許可するが、２回目以降は、入力シャフト２４が共振周波数域より下の回転速度で回
転させられるように、退避走行時の車速Ｖを所定の上限値以下に規制する。車速Ｖは第２
モータジェネレータＭＧ２の回転速度ＮＭＧ２に対応するため、その回転速度ＮＭＧ２の
上限値を設定しても同じことである。
【００３３】
　本実施例では、１回の退避走行の走行距離が例えば２ｋｍ程度以下であると想定し、入
力シャフト２４の疲労寿命を考慮して２回目以降の退避走行時の車速Ｖを規制するように
したため、１回目の退避走行の走行距離が想定距離より長い場合などに入力シャフト２４
が使用不可になる可能性があるが、確率的には低く、２回目以降の退避走行では車速Ｖが
規制されて入力シャフト２４の共振が防止されることにより、退避走行時に共振により入
力シャフト２４が使用不可になることが適切に抑制される。なお、本実施例では、退避走
行の実行回数が２回目で車速Ｖが規制されるが、この退避走行の実行が制限されるまでの
実行制限回数は、入力シャフト２４の耐久性や退避走行時に共振周波数域内に滞留する時
間等を考慮して適宜設定される。
【００３４】
　このように、本実施例のハイブリッド車両の退避走行制御装置においては、退避走行時
に共振により入力シャフト２４に作用するダメージの履歴に基づいて退避走行を制限する
退避走行制限手段１１０を備えており、２回目以降の退避走行時にはステップＳ２の判断
がＹＥＳになり、入力シャフト２４の共振が防止されるようにステップＳ４で車速Ｖが規
制されるため、ステップＳ５の退避走行時に共振により入力シャフト２４に重大なダメー
ジが加えられて使用不可（疲労寿命）に至ることが抑制される。
【００３５】
　また、本実施例では、退避走行が行われた実行回数が予め定められた実行制限回数（本
実施例では２回）に達した場合に、ステップＳ４が実行されて退避走行が制限されるため
、複雑な制御が不要で簡便に入力シャフト２４が使用不可になることを抑制できる。
【００３６】
　また、本実施例では、入力シャフト２４のダメージの履歴に基づいて退避走行を制限す
る旨の判定が為された後、すなわちステップＳ２の判断がＹＥＳになった後も、ステップ
Ｓ４で入力シャフト２４が共振周波数域から外れた回転速度で回転させられるように退避
走行時の車速Ｖを規制することにより、第２モータジェネレータＭＧ２のみで駆動トルク
を付与して走行するステップＳ５の退避走行を継続して実行することが許容されるため、
２回目以降の退避走行時にも共振によって入力シャフト２４にダメージが加えられて使用
不可になることを回避しつつ、近くの修理工場や退避場所まで退避走行を行うことができ
る。
【００３７】
　次に、本発明の他の実施例を説明する。
　図６は、前記図５の代りに実行するフローチャートで、所定のサイクルタイムで繰り返
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し実行されるようになっており、ステップＲ１は前記ＭＧ１故障判定手段１００に相当し
、ステップＲ２、Ｒ３、Ｒ４は前記ダメージ判定手段１１２に相当し、ステップＲ５は前
記走行規制手段１１４に相当し、ステップＲ６は前記退避走行手段１０２に相当する。こ
の図６のフローチャートのステップＲ１、Ｒ５、Ｒ６、Ｒ７は、それぞれ前記ステップＳ
１、Ｓ４、Ｓ５、Ｓ７と同じ内容であり、詳しい説明を省略する。また、この実施例では
、ステップＲ６の退避走行の実行中も所定のサイクルタイムでステップＲ１以下の実行が
繰り返され、第１モータジェネレータＭＧ１が修理されてステップＲ１の判断がＮＯ（否
定）になるまで、ステップＲ２以下が実行されることにより、ステップＲ６の退避走行の
実行が継続される。
【００３８】
　第１モータジェネレータＭＧ１が故障の場合に実行するステップＲ２では、エンジン回
転速度ＮＥすなわち入力シャフト２４の回転速度が予め定められた共振周波数域（例えば
２５０～４００ｒｐｍ程度）内か否かを判断し、共振周波数域内でなければ直ちにステッ
プＲ４を実行するが、共振周波数域内の場合にはステップＲ３で累積滞留カウンタＣに１
を加算してからステップＲ４を実行する。累積滞留カウンタＣは、エンジン回転速度ＮＥ
が共振周波数域内に滞留している累積滞留時間に対応する。そして、ステップＲ４では、
累積滞留カウンタＣが予め定められた滞留制限カウント数Ｃｍａｘ以上か否かを判断し、
Ｃ＜Ｃｍａｘの間はそのままステップＲ６を実行することにより、車速Ｖの規制を受ける
ことなく前記退避走行を実行するが、Ｃ≧Ｃｍａｘになったら、ステップＲ５で車速Ｖの
上限値を設定した後ステップＲ６を実行する。滞留制限カウント数Ｃｍａｘは滞留制限時
間に相当し、共振により入力シャフト２４が使用不可（疲労寿命）に近いか否か判定する
ために予め実験等によって設定される。入力シャフト２４の回転速度（エンジン回転速度
ＮＥ）が共振周波数域内か否かは、その入力シャフト２４のダメージ（疲労）に密接に関
連するため、使用不可（疲労寿命）に近いか否かを高い精度で判定することが可能で、使
用不可に至ることを回避しつつできるだけ長く車速Ｖの規制無しで退避走行を行うことが
できる。
【００３９】
　本実施例のハイブリッド車両の退避走行制御装置においても、退避走行時に共振により
入力シャフト２４に作用するダメージの履歴に基づいて退避走行を制限する退避走行制限
手段１１０を備えており、ステップＲ３で累積滞留カウンタＣに１を加算するとともに、
ステップＲ４でその累積滞留カウンタＣの値が滞留制限カウント数Ｃｍａｘ以上になった
か否かを判断し、Ｃ≧Ｃｍａｘになったら入力シャフト２４の共振が防止されるようにス
テップＲ５で車速Ｖの上限値が設定されるため、退避走行時の共振により入力シャフト２
４に重大なダメージが加えられて使用不可（疲労寿命）に至ることが抑制される。
【００４０】
　その場合に、本実施例では、入力シャフト２４の回転速度すなわちエンジン回転速度Ｎ
Ｅが共振周波数域内に滞留している場合にカウントアップする累積滞留カウンタＣを用い
て、そのカウンタＣの値が予め定められた滞留制限カウント数Ｃｍａｘに達した場合にス
テップＲ５を実行し、車速Ｖの上限値を設定して退避走行を制限するため、入力シャフト
２４が使用不可になることを回避しつつ、できるだけ長く車速Ｖの規制無しで退避走行を
行うことができる。
【００４１】
　また、入力シャフト２４のダメージの履歴に基づいて退避走行を制限する旨の判定が為
された後、すなわちステップＲ４の判断がＹＥＳになった後も、ステップＲ５で入力シャ
フト２４が共振周波数域から外れた回転速度で回転させられるように退避走行時の車速Ｖ
を規制することにより、第２モータジェネレータＭＧ２のみで駆動トルクを付与して走行
するステップＲ６の退避走行を継続して実行することが許容されるため、共振によって入
力シャフト２４にダメージが加えられて使用不可になることを回避しつつ、近くの修理工
場や退避場所まで退避走行を行うことができる点は、前記実施例と同様である。
【００４２】
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　以上、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明したが、これ等はあくまでも一実施
形態であり、本発明は当業者の知識に基づいて種々の変更，改良を加えた態様で実施する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の一実施例である退避走行制御装置を備えているハイブリッド車両の車両
用駆動装置を説明する骨子図である。
【図２】図１の車両用駆動装置の制御系統を説明するブロック線図である。
【図３】図１の車両用駆動装置で可能な幾つかの走行モードを説明する図である。
【図４】図２のハイブリッド制御装置が第１モータジェネレータＭＧ１の故障時の退避走
行に関して備えている制御機能を説明するブロック線図である。
【図５】図４の各機能手段によって実行される退避走行制御を具体的に説明するフローチ
ャートである。
【図６】本発明の他の実施例を説明する図で、図５のフローチャートの代りに実行される
フローチャートである。
【図７】図１の車両用駆動装置におけるスプリット式駆動部の各部の回転速度を直線で結
ぶことができる共線図で、(a) はモータ走行時の場合、(b) は第１モータジェネレータＭ
Ｇ１を三相短絡状態として第２モータジェネレータＭＧ２を力行制御して走行する場合で
ある。
【符号の説明】
【００４４】
　１２：スプリット式駆動部（第１駆動源）　　１６：エンジン　　１８：遊星歯車装置
（歯車式分割機構）　　２４：入力シャフト　　２６：出力スプロケット（出力部材）　
　５２：ハイブリッド制御装置　　１０２：退避走行手段　　１１０：退避走行制限手段
　　１１４：走行規制手段　　ＭＧ１：第１モータジェネレータ（モータジェネレータ）
　　ＮＥ：エンジン回転速度（入力シャフトの回転速度）　　ＭＧ２：第２モータジェネ
レータ（第２駆動源）　　Ｃ：累積滞留カウンタ（累積滞留時間）　　Ｃｍａｘ：滞留制
限カウント数（滞留制限時間）
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